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第１章 はじめに 

第１節 本研究の目的 

川島町は明治大学政治経済学部西村ゼミナールと 2020 年度より共同研究を実施してき

ている。川島町は今年度より空き家対策推進室を新設し、新たな空き家対策事業を開始し

ところであることなどに鑑み、今年度の共同研究のテーマは「空き家対策の推進」となっ

た。その目的は、川島町における最適な空き家対策（川島モデル）について明らかにする

ことにある。 

 

第２節 深刻さを増す空き家問題 

総務省の住宅・土地統計調査（2018）によれば全国の空き家数は約 850 万戸とされてお

り、直近 20 年で 2 倍近くに増加した。国土交通省（2017）は空き家数の増加の要因につい

て、人口減少や少子高齢化、世帯構造の変化等を指摘している。 

空き家の増加と深刻化は、老朽化した家屋が近隣に被害を及ぼすのみならず、地域の防犯

力や防災力を低下させるなど様々な悪影響をもたらすことになる。国は 2023 年 6 月に「空

家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」を公布し、市区町村の取組によ

り管理や除却等された管理不全空家及び特定空家数を施行後 5 年間で 15 万物件にまで伸ば

すとする目標を設定した。空き家対策は日本社会にとって喫緊の課題である。 

 

第３節 本報告の概要 

 本報告は、本章を含め全５章で構成する。第 2 章で川島町における空き家の現状を整理

した上で３つの課題を明確化する。続く第 3 章では、各課題に対応する施策として川島町

が開始及び計画している事業を説明する。その後第 4 章では「西村ゼミナールからの提案」

として、川島町の抱える３つの課題に効果的な施策について提案し、終章では「川島モデル」

について明らかにしたい。 

 

第２章 川島町における空き家問題の実情 

第１節 川島町における空き家戸数 

川島町は埼玉県のほぼ中央部分に位置し、四方を川に囲まれている全国的にも珍しい地

勢を有する地域である。人口 18,920 人、8,238 世帯（川島町（2023））が暮らしており、

住宅数の 7,270 戸のうち、空き家は 770 戸と推計されている（平成 30 年住宅土地統計調

査）。急速に進む人口減少に反して世帯数は増加傾向にあるが、これは高齢者の単身世帯の

拡大が影響しているとみられる（図表 1）。 
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図表 1 川島町の人口と世帯数の推移  

 

出所：川島町「川島町の人口について」より筆者作成  

 

 本研究において留

意すべき川島町の特

徴として市街化調整

区域の多さが挙げら

れる。川島町は都市

計画法に基づく区域

指定がされており、

町内が「市街化区域」

と「市街化調整区域」

に 分 け ら れ て い る

（図表 2）。「市街化

区域」とは『すでに

市街地になっている

区域や計画的に市街

地にしていく区域』である。他方で、「市街化調整区域」とは『市街化をおさえる区域』と

いう位置づけである（国土交通省(n.d.)）。川島町では面積の 92.4%を市街化調整区域が占

めており、当該区域は開発行為が制限される。そのため空き家の譲渡や土地の用途変更が容

易ではない。今回研究対象となっている 139 戸のうち、市街化調整区域に立地するものは

図表 2 川島町用途地域図 

 

出所：川島町（2020）「用途地域図」より抜粋 
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半数程度存在しており、川島町における空き家の利活用を考える上で重要なポイントだと

いえる。 

 

第２節 川島町における３つの課題：４種の空き家調査から 

 川島町の現状や空き家の実態を明らかにするため、次の４種の調査を実施した。その第一

は実際の物件を訪問した現地調査、第二にウェブサイト上から詳しい物件情報を収集した

PC 文献調査、そして第三に空き家所有者の方を対象としたインタビュー調査、最後に空き

家所有者に対するアンケート調査である。 

①現地調査で明らかになったこと 

 川島町の現状についてより深く理解し、空き家に関する実態を正確に把握することを目

的に現地調査を実施し、20 軒の空き家を訪問した1。実施にあたっては事前に電波の状況2、

駐車スペース、庭木の様子などの 8 項目にわたる調査項目を作成し、それらの調査項目に

沿って現地調査を実施した（図表 3）。 

 

図表 3 空き家現地調査の調査項目 

 

出所：現地調査結果より筆者作成 

 

現地調査の結果は図表４の通りである。まず「電波の状況」調査においては、使用機種、

通信規格、通信速度、電波の本数を調査した結果、携帯キャリアの電波は3、基本的にどの

場所でも問題なく接続されることが明らかになった。また、動画を安定して視聴できる

30mbps を全ての物件で超えていることも確認できた。 

 次に「駐車スペースの状況」については、自動車が主な移動手段となる川島町では、駐車

スペースの確保が重要であるという観点から、駐車場の有無や台数を確認する方式で実施
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した。その結果、20 軒のうち 13 軒は駐車スペースがあり、複数台停めることができる物件

も多く確認できた。他方で、2 軒の物件については敷地内にスペースはあるものの、駐車場

として利用してよいのか判然としなかった。 

 第三に「ゼミ生による建物の外観評価」については、５段階で学生の目視による調査を実

施した。学生の主観による評価となるが、これは物件への各人の評価が拡散するか収斂する

かを確認することを目的としている。その結果、高評価と低評価の物件については、学生の

評価数値が収斂する傾向が見られた。なお、学生全員から 5 つ星評価で最高の 5.0 を獲得し

た物件は、本調査期間中に売却が成立している。このように、そのまま市場に流通できる物

件がある一方、現況では市場に流通することが難しく、リフォームや改修が必要な物件も多

く存在することが明らかとなった。 

 現地調査をした 20 軒の物件にはそれぞれ老朽化の程度、周囲の環境、法律による規定な

ど様々な違いが存在した。よって、それぞれの物件に画一的な対策を取るのではなく各物件

を類型化し、「個別事情に合わせた対策」が今後の方向性として浮き彫りになったといえる。 

 

図表 4 現地調査結果のまとめ 

 

出所：調査結果より筆者作成 

 

②インターネットによる調査（PC文献調査）で明らかになったこと 

 インターネット上のウェブサイトを活用し、現地調査で調査した物件についてより詳細

に調査を実施した PC 文献調査の結果について説明する。この調査の目的は、川島町が作成

を計画している「空き家カルテ」に対し、利活用につなげるために必要な情報を、移住者の

視点に立って吟味することにある。そこで、実際に川島町に住む際に移住者が重視すると想

定される項目について検討を進め、調査を実施した。 

 本調査では生活に関する項目、子育てに関する項目、交通機関に関する項目、周辺環境に

関する項目、の 4 項目を設けた。 

 第一に、「生活に関する項目」については、生活上、最低限必要な施設を把握することを

目的としている。具体的には、コンビニ・スーパー、病院までの距離と所要時間を調査した。 
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 その結果、各施設

まで徒歩平均 20 分

圏内または自動車で

5 分圏内に位置して

いた。同時に、中央

値が平均値よりも大

幅に小さい値である

こ と が 確 認 で き る

(図表５)。つまり半

数の物件が平均値以

下で全体としては平

均時間よりも所要時間が短い物件が多く、全項目において所要時間が 10 分以内の物件が過

半数を占めている。この結果は生活に必要な施設への移動について、それほど支障がないこ

とを示しているように見受けられる。 

 第二に、「子育てに関する項目」については、移住定住を検討する世帯に子供がいること

を想定したものである。幼稚園・保育園、小中学校、学童施設、公園という子育て全般に必

要な施設の有無や距離を調査した。 

 今回、調査した 20 軒の物件は、幼稚園・保育園、小中学校、学童や公園が徒歩 15 分程

度、最大でも 30 分圏内に位置していることが分かった。自転車の速度は徒歩の約 3 倍と言

われており、自転車による通学や送迎が可能な施設に関しては 10 分以内で訪れることが可

能である。また、学童を除いた項目については生活に関する項目と同様に平均値よりも中央

値が大幅に低いことから、実際は平均時間よりも所要時間が短い物件が半数を占めている

ことが読み取れる(図表 6)。特に半数の物件で小学校までの所要時間が 10 分以内であるこ

とは、子育て世帯にとって利便性が高い。 

 第三に、「交通機

関に関する項目」に

ついては、物件の交

通面での利便性を

把握することを目

的とした調査であ

る。公共交通機関を

利用した最寄り駅

までの所要時間、最

寄りのバス停の平

図表 5 生活に関する調査項目とその結果 

 

出所：ＰC 文献調査結果より筆者作成 

図表 6 子育てに関する調査項目とその結果 

 

出所：ＰC 文献調査結果より筆者作成 
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日および休日の 1 日当たりの本数、そして始発・最終バスの時間を調査した。 

 その結果、最寄り駅までの所要時間は平均 37.1 分であった。また 1 日当たりのバス本数

については平日が 26.8 本、休日が 22.5 本である。近隣の観光地である川越(本川越駅)から

出発する東武バス(川越 01~06、川越駅行き)の 1 日当たりの本数についてみると、平日は

48.6 本、休日は 37.1 本と町内の駅から出発するバス本数と大きく差があることが分かる。

また、平日の 20 時台までに最終バスを迎えるバス路線が最寄り駅にある物件が 9 軒と半数

近く、22 時台以降も運行しているバス路線が最寄り駅にある物件は 4 軒とかなり少ない結

果となり、最終バスの時刻が早いことも顕著に表れている。これらの結果からは川島町の労

働者にとって帰宅時の交通の利便性が決して高いとは言えないだろう。 

 第四に、「周辺環境に関する項目」については、物件から工場や幹線道路までの距離を調

査した。騒音や悪臭の可能性がある施設までの距離を確認することが目的である。また、移

住者の安全と安心に関わる重要な要素である、洪水ハザードマップにおける浸水予測と町

内緊急避難場所までの距離と時間も加えて調査した。 

結果、物件から工場、幹線道路までの平均距離は 1.16km であることが分かった。20 件

の空き家の多くが騒音や悪臭の可能性がある施設から 1km 以上であると確認できた。洪水

ハザードマップにおける浸水予測の平均 1.85 階という値は、国土交通省による浸水深と建

物被害の目安(図表 7)を参照すると「2 階の軒下まで浸水する」に近い値であり、浸水の被

害を受けやすいことが分かった。物件から緊急避難場所までの所要時間の平均は徒歩 13.4

分である。 

 

図表 7 浸水深と建物被害の目安 

一般の家屋では、浸水深が 50ｃｍ未満の場合は床下浸水する恐れがあります。以下に、

浸水深と建物の高さの関係を示します。 

浸水深 浸水程度の目安 

0～0.5ｍ 床下浸水（大人の膝までつかる） 

0.5～1.0ｍ 床上浸水（大人の腰までつかる） 

1.0～2.0ｍ １階の軒下までつかる 

2.0～5.0ｍ ２階の軒下までつかる 

5ｍ～ ２階の屋根以上が浸水する 

出所：国土交通省『浸水深と避難行動について』より抜粋 

 

以上の 4 項目をふまえると、20 サンプルに限られた事例ではあるが、それぞれの空き家

から生活や子育てをするうえで必要な施設が徒歩圏内に位置しており、生活利便性が高い

町であることが分かる。また、川島町の昼夜間人口比率は 109.2%で埼玉県 2 位、同県全体
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では 89.6%であるため（埼玉県（2020））、川島町の昼夜間人口比率は県内でも高い。つま

り、川島町周辺には町内に職場がある労働従事者が多数存在しているといえる。 

 以上から、彼らを移住定住のターゲットとした空き家の活用が川島町に適していると考

えられる。すなわち、空き家を「職住近接」の生活をするために活用してもらうことが効果

的ではないかと考察する。一方で、最寄り駅までの所要時間や最終バスの時刻、浸水予測と

いう点は川島町のまちづくり上の課題であると指摘できる。 

 

③空き家所有者インタビュー調査および空き家所有者アンケート調査 

 現地調査を通して 20 軒の物件を調査したが、なぜ空き家となっているのか、所有者の方

はどういった気持ちで所有しているのかなどといった疑問について現地調査だけでは明ら

かにすることはできない。そこで、実際に空き家所有者の抱えている課題や空き家対策に関

する要望を把握することを目的とする調査を実施した。 

 空き家所有者インタビュー調査では現地調査を実施した 20 軒の空き家のうち 11 軒の所

有者に対して現地立会、自宅訪問、電話によるヒアリング、zoom によるヒアリングのいず

れかの形式で実施した4。また、より多くのサンプルを集めるため、アンケート調査を実施

した。このアンケート調査は、川島町に空き家を持つ所有者約 100 名に対して調査票を送

付し、郵送による回答か、フォームから回答する方式で実施された5。これらの調査では様々

な質問項目を設けたが、今後の対策に直結する「空き家となった理由」「空き家の活用希望

形態」「所有者が行政に求めること」の 3 項目を中心に分析を進める。 

 第一に「空き家となった理由」について、インタビュー調査では 27％（3 名）が、アンケ

ート調査では 57％（13 名）が「相続・贈与」を選択し、ともに首位であった（図表 8、9）。 

 よって、空き家の発生を抑制するためには突然の物件の相続などについてもワンストッ

プで相談できる体制を整備する必要があるだろう。 

  

第二に「空き家の活用希望形態」についてみると、インタビュー調査では「売却」を選ば

図表 8 空き家となった理由（インタビュー調査） 

 

出所：インタビュー調査結果より筆者作成 

図表９ 空き家となった理由（アンケート調査） 

 

出所：アンケート調査結果より筆者作成 
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れた方が全体の 43％（6 名）、アンケート調査では「売却」、「売却・賃貸」を選ばれた方が

合わせて全体の 47％（9 名）おり、最多となった（図表 10、11）。 

 この結果から、物件を「売却」という形で手放したいと考えている所有者のニーズが高い

ことが明らかとなった。ただ、アンケート調査において「空き家の状態」を調査したところ

「すぐに住める」との回答は 18％（4 名）にとどまるなど、売却をするまでには改修や解体

など手を加える必要性がうかがわれる。 

最後に「所有者が行政に求めること」への回答傾向である（図表 12）。両調査とも「相

談窓口の設置」、「次期利用者への斡旋」、「事業者の紹介」に関する要望が上位を占めた。

これらの回答の共通点は、空き家について相談する場所を求めている点にある。 

 相談を求めている内容が多岐に渡っている点に鑑みれば、ワンストップで相談できる場

所を設置することが望ましい。 

 

図表 12 空き家所有者が行政に求めること（インタビュー調査およびアンケート調査） 

出所：各調査結果より筆者作成 

図表 10 活用希望形態（インタビュー調査）  

 

出所：インタビュー調査結果より筆者作成 

図表 11 活用希望形態（アンケート調査） 

 

出所：アンケート調査結果より筆者作成 
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④川島町の空き家対策における３つの課題 

 ここまでの調査を踏まえ、指摘できるのは、次の 3 つの課題である。 

 第一に「住民が空き家に関する知識を得る、相談する場所の不足」である。インタビュー

調査およびアンケート調査で明らかとなった通り、第三者の相談なしに空き家を活用する

ことは難しい。「所有者が行政に求めること」への回答結果からも、空き家所有者側の需要

も高いことが見て取れる。 

 第二に「各物件の個別事情に合わせた対策」である。現地調査による結果を踏まえれば、

空き家といっても一様ではない。周辺環境や電波状況などポジティブな評価があった反面、

一部の物件では近隣住民から不安の声が寄せられるなどネガティブな側面も見受けられた。 

 最後に「定住・移住へのきっかけづくり」である。空き家の利活用を進めるためには、現

所有者へのアプローチだけでなく、新たな所有者への情報提供も必須であるからだ。空き家

に限らない川島町への移住、そして定住を検討する希望者を如何に確保していくかが今後

の課題である。 

 次章では各課題に対する解決策について論じていく。 

 

第３章 ３つの課題解消に向けた川島町の空き家対策 

第 1節 課題その１「空き家に関する知識を得る、相談する場の不足」への対策 

①ワンストップ相談事業の実施 

先述した第一の課題である「相談する場所の不足」への対策として、川島町では「空家

等対策ワンストップ利活用相談事業」を実施している。埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西

部支部と 2023 年 8 月に協定を結び、宅地建物取引士、司法書士、金融機関といった専門

家と空き家所有者を繋ぐワンストップ相談窓口を設置した（図表 13）。 

 

図表 13 空き家活用ワンストップ相談事業のイメージ 

 

出所：R5 空き家対策推進事業 p.3 より抜粋 
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 町は①所有者からの相談受付、②相談業務の広報・周知などの取次業務を行い、協会は①

ワンストップ窓口の設置、②相談員の配置、③利活用等に係る提案や助言、④関連事業者と

の協力・提携を行う。当事業は「何から手をつければよいかわからない」「どこに相談すれ

ばよいかわからない」「専門的なことがわからない」といった空き家所有者の不安に対して、

相談を軸に解消することを目的としている。協会が選任した相談員が所有者の希望する利

活用を実現するために、専任の宅地建物取引士がワンストップ体制で相談対応している。相

談費用は無料であるが、書類取得などの手続きにかかる費用は利用者が負担する。 

 事業開始後、すぐに複数件の問合せが寄せられたことからも、当事業に対する需要の高さ

が伺える。2023 年 11 月末時点で 4 件の空き家解消に向けた相談が進んでおり、専門家に

よる伴走支援の効果が今後も期待される。 

 

②所有者向けリーフレット・チラシの制作 

ワンストップ相談事業の実施と併せ、所有者が「空き家に関する知識を得る」ことを支援

するため、川島町では空き家の利活用に関する情報をまとめたリーフレットやチラシの制

作を計画している。様々な法令が関係する空き家問題に対し、川島町が実施する対策に国及

び埼玉県が実施する施策を加えると、多種多様でわかりづらいものとなってしまう。 

 これらの情報を整理し、理解しやすい内容の紙媒体を所有者に配布することで、空き家解

消に向けた行動のきっかけ作りにつなげる。配布にあたっては、固定資産税の納入通知書に

同封するなど、空き家所有者の目に留まる機会を捉えるといった工夫を施す。 

 

第２節 課題その２「各物件の個別事情に合わせた対策」 

①全国版空き家バンク 

 空き家バンクとは、主に地方自治体がその自治体内の空き家の流通を目指し、賃貸・売却

を希望している空き家の情報を紹介する制度である。利用者は自治体の空き家バンクにア

クセスし、希望の条件に沿った空き家を検索する。また、空き家所有者にとっても、未活用

の空き家の流通可能性を高めることができる。居住可能である空き家の流通を促進するた

めに、空き家バンクの活用は必要不可欠である。 

 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティングにより、2022 年から 2023 年にかけて行われた調

査によると、全国で空き家バンクを設置している自治体は約 80%に上り、設置自治体は年々

漸増傾向にある。また、埼玉県内においては、全 63 自治体のうち 54 自治体（約 86%）が

空き家バンクを設置しており、川島町も設置済みである。川島町の空き家バンクでは、2023

年 11 月時点で、1 軒の空き家を掲載している。また、2016 年から 2023 年までの 8 年間で、

19 件の成約実績がある。 

 このような自治体単独による空き家バンクだけでなく、近年では「全国版空き家バンク」

が活用されつつある。全国版空き家バンクでは、全国の自治体の空き家情報が掲載され、そ
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れらの網羅的な検索が可能となる。国土交通省による公募によって事業者が選定され、現在

は株式会社ライフル、アットホーム株式会社の 2 社が運用をしている。全国版空き家バン

クの最大のメリットは、買い手の間口が広がることにある。川島町を知らない人であって

も、全国版空き家バンクを通じて「川島町にある空き家」を知ることができる。全国版空き

家バンクを活用することによって全国の購入希望者と川島町の空き家をより効果的にマッ

チングできるようになる。 

 川島町では、アットホーム株式会社が運用する全国版空き家バンクを活用し、2023 年 11

月末時点で町独自の空き家バンクと同物件を掲載し、さらに 4 件の掲載準備を進めている。

今後は、登録物件の増加を図るとともに、川島町の情報を効果的に発信することで、全国版

空き家バンクの持つメリットを十分に活かしながら空き家購入希望者への周知を強化して

いく。 

 

②空家等対策協議会、庁内連絡会  

  空家等対策協議会とは、空家等対策の

推進に関する特別措置法に基づき市町村

が設立する組織であり、その主要な目的

は空き家の有効な利活用と適正管理を促

進することにある。協議会の体制は市町

村によって異なるが、通常は自治体職員

と学識経験者から構成されている。学識

経験者の分野は自治体によって多様であ

るが、市町村長のほか不動産、法務、建築、

福祉の学識経験者によって構成されてい

ることが多い。協議会の主要な活動内容

は、これら多岐に渡る専門分野からの意見

を収集し、効果的な空家等対策計画に向け

て協議を行うことである。独断的な政策決

定を避け、公正性を保つための機関として

役割を果たしている。 

 埼玉県内の協議会の実情を把握するた

めに、埼玉県内 63 自治体を対象に調査を

実施しところ、その約 7 割にあたる 43 団

体で協議会が設置されており、そのうちの

約半数にあたる 21 団体で議事録が公開さ

れていた（図表 14）。また、委員の構成に

図表 14 埼玉県における空家等対策協議会の設置状況  

 

出所：埼玉県内市町村の HP にもとづき筆者作成 

図表 15 埼玉県における空家等対策協議会の設置状況  

 

出所：埼玉県内市町村の HP にもとづき筆者作成 
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ついてみると、市町村長や不動産・建築の専門家、地域住民を委員とする自治体の割合は

90%であり、法務関係者は全自治体において委員に含まれていた（図表 15）。また、議員や

福祉関係者は約 70%の自治体で委員に含まれていたが、文化関係者を委員として参加させ

ている自治体は 30%であった。 

図表 16 埼玉県における空き家対策協議会の設置状況及び開催回数 

出所：埼玉県内市町村の HP にもとづき筆者作成 
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また、2015 年～2023 年にかけての 63 自治体における協議会の開催回数について調査を実施

した（図表 16）。本調査から明らかになったことは、自治体ごとに活動開始時期が異なり、開催

頻度や回数については一様な傾向が見受けられなかったという点である。 

そこで、議事録が公開されている自治体の中でも、4 年間で 10 回と盛んに議論が行われてい

る久喜市の協議会に焦点を当て、その議題変化について確認を実施した（図表 17）。その結果、

設置当初は協議会の意義の確認や空家対策計画（図表中では黒字で表記）について集中的に審議

した後、次いで空き家の適正管理に係る議題（同じく青字）を取り扱っており、回数を重ねるに

つれて空き家の利活用のための施策（同じく赤字）を検討していることが確認された。 

 

図表 17  久喜市空き家対策協議会における議題の推移 

備考：協議会の意義の確認や空家対策計画に関する議題は黒字、空き家の適正管理に関する
議題は青字、空き家の利活用のための施策については赤字で表記している。 

出所：久喜市 HP より筆者作成 

 

 川島町は、2023 年 11 月に「川島町空家等対策協議会」を設置し、空き家対策の総合的な

推進に向けた協議を開始している。委員構成は町長を始め、公募町民 2 名、議会議員、弁護

士、宅地建物取引士、建築士、民生委員の合計 8 名としている。コンパクトな構成とするこ

とで、委員が積極的に発言しやすい環境づくりを意図している。また、防災や防犯に関する

業務に携わった経験がある方を公募町民として選任し、空き家対策に必要な有識者を網羅

した。 

 さらに川島町では、第三者機関である協議会での議論に先立ち、庁内の関係課で個々の空

き家や所有者の情報を整理することが必要と考え、2023 年 12 月に「川島町空家等対対策

庁内連絡会」を立ち上げた。 

 空き家に関連する業務は、担当部署のみならず税務や戸籍、水道や福祉など関係する部署

は多岐にわたる。このことから、問題となっている空き家情報の取りまとめや対策案の検討

を部署横断的に進める体制を整えた。 
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 協議会と連絡会が連携し、川島町の空き家対策を計画的に推進していく。 

 

③特定空家等の認定、代執行  

 空き家の管理においては、まず前提となるのは空き家所有者による空き家の適正管理で

ある。しかし、何らかの理由によって、空き家所有者による管理の手が及ばず長期間にわた

り空き家が放置されると、倒壊や景観悪化など、周囲の環境に悪影響を及ぼす危険性が高ま

る。そこで空き家所有者が適正管理の義務を履行しない場合に、行政が最終手段として実施

する措置として、空き家解体に関する代執行が存在する。 

 空き家の代執行には所有者が特定できている場合に行う「行政代執行」と、所有者が特定

できていない、もしくは不在の場合に行う「略式代執行」がある。行政代執行にかかる費用

は原則所有者が負担することになっているが、費用回収の見込みは低いという実情が存在

する。また、私財を取り壊す強硬手段ともいえる行政代執行は住民やマスコミなどから批判

を受けることもある。それに対して、略式代執行では空き家所有者が存在しない場合に実施

されるため、費用徴収の対象に関する明確な規定がない(剱持、2018)。加えて、行政代執行

は「代執行令書」という執行計画の策定後に関係機関や所有者に向けて通知を送る必要があ

るが、略式代執行にはその必要がないという点で、行政代執行に比べて手続きが簡略化され

ている(埼玉県空き家対策連絡会議、2019)。 

 また、代執行の手続き期間や特定空家等の認定基準などは全て法律上で明確に定められ

ておらず、それぞれの自治体の裁量に任されている。そこで埼玉県内で代執行の実施例があ

る自治体に焦点を当て、期間、費用、特定空家等に認定された経緯を事例ごとに調査を実施

した（図表 18）。 

 

図表 18 埼玉県内で実施された代執行の事例 

 

出所：「第 19 回埼玉県空き家対策連絡会議」（2023）より筆者作成  

  

 これまでに埼玉県内で実施された代執行の事例数は行政代執行が 4 件、略式代執行が 5

件で、計 9 件であった。このうち、詳細の記載が確認された 8 件の事例について、特定空家

等への認定から執行完了までの「期間」、「費用」、「特定空家等に選定された経緯」を確認し

ていきたい。まず坂戸市 1 件、熊谷市 2 件の行政代執行についてみると、期間、費用ともに

大幅な開きがあることがわかる（図表 19）。 
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図表 19 行政代執行事例の詳細 

 

出所：埼玉県 HP より筆者作成 

 

 次に川口市 2 件、深谷市 1 件、本庄市 1 件、熊谷市 1 件の計 5 件の略式代執行について

も、行政代執行ほどではないが、やはり期間と費用には一定の開きがあることが確認できる

(図表 20)。 

 

図表 20 略式代執行事例の詳細 

 

出所：各自治体 HP、埼玉県 HP より筆者作成 

 

 川島町においても、先述した協議会や連絡会において特定空家等への法的措置を適切に

実施し、改善が見られなければ解体等の代執行を実施する方針だ。空き家ではあるものの個

人の資産であるため、法令に則り慎重に対応する必要はあるが、周辺住民の安全・安心を確

保するため、強い公権力の行使も視野に入れている。 

 

④ふるさと納税返礼品空き家管理サービスの拡充  

 前項で述べた特定空家等に認定される前に、所有者自らが空き家の維持管理に取り組む

仕組みも必要である。 

 空き家を相続したものの、管理のために来町できないという所有者に向け、川島町はふる

さと納税の返礼品に空き家管理サービスを設定している。空き家の所有者は町外に住んで

いることが多く、ふるさと納税により川島町に寄附をすることが可能だ。川島町に一定の額
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を寄附することで所得税や住民税の控除を受け、さらに、返礼品のサービスを利用して空き

家を管理して老朽化を防ぐことができる。 

 2023 年からは、外観の確認箇所や植栽、郵便受けの状況確認など、同サービスで対応す

る内容を具体化するとともに、その後の専門業者の利用を働きかけ、定期的な維持管理を促

す内容に拡充している。 

 この取組を、リーフレットやチラシを用いて所有者に定期的に周知し、特定空家等に認定

される状態となってしまう空き家を減少させる狙いだ。 

 

⑤経済的支援（各種補助事業、ローン利子補給） 

 空き家にかかる費用を支援する補助金など、所有者等へ向けた支援制度の拡充も必要不

可欠である。所有者によって今後の希望活用形態も様々であり、各空き家によって状態も異

なる。利活用に向けてそれぞれの空き家が抱えている課題は千差万別であるため、補助事業

も空き家ごとに異なる問題に対応可能で、幅広いニーズに応えられるものでなくてはなら

ない。川島町では、本研究を通じて把握した空き家の現状や所有者のニーズに加え、専門家

に確認した空き家の利活用に必要な手順を分析し、経済的な支援が必要な段階ごとに補助

金を交付する制度の構築を

進めている。 

 経済的支援についてより

深く理解するため、まずは

埼玉県内の自治体の補助事

業について調査を実施し

た。空き家問題に対し、いか

なる場面で補助金を交付し

ているのか、そして金額と

補助率のボリュームゾーン

はどこにあるか明らかにす

るため、補助金の種類、上限

額、補助率、条件などを調査

し集計した（図表 21）。な

お、改修、リフォームについ

ては建物の外部内部の分類

はなく、自治体のホームペ

ージの表記に従って記載し

ている。 

 川島町を除いた 62 市町

 図表 21 埼玉県内自治体の補助金の種類内訳 

 

出所：埼玉県内市町村の HP にもとづき筆者作成 
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村のうち、空き家に関する補助事業があったのは 38 市町村であった。複数の補助金制度を

定めていた自治体もあるため、補助金制度の総数は 47 事業であった。種別では、空き家の

解体・除却に関する補助金が 18 事業、改修・リフォームに関する補助金が 14 事業と、こ

の 2 種の補助事業だけで補助金事業全体の約 70%を占める。 

 次に解体、除却に関する補助事業の上限金額と補助率についてみると、解体、除却に関す

る補助金制度を定めている 18 自治体のうち、約 8 割にあたる 14 自治体が上限額を 30 万円

と定めており、補助率については 1/3 の約 33%と定めている自治体が最多であった（図表

22）。倒壊の恐れがあるなど周囲に悪影響を与える可能性がある非常に危険な状態の空き家

を特定空家等と言うが、特定空家等に指定されると固定資産税の特例を受けられなくなる

など所有者も多くの不利益を被ってしまう。そうなる前に適切に対処する必要がある。解

体・除却に対する補助事業は特定空家等等を解体する場合に有効な制度である。 

 

図表 22 解体・除却に関する補助金の内訳 

 

出所：埼玉県内市町村の HP にもとづき筆者作成 

 

図表 23 改修・リフォームに関する補助金の内訳 

 

出所：埼玉県内市町村の HP にもとづき筆者作成 
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 続いて改修、リフォーム・改修補助金についてみると、上限金額にはかなりばらつきが見

られる。補助率については１/２、つまり５０％の自治体が最も多いことがわかったが、金

額と同様に多岐にわたっている（図表 23）。多くの自治体において、建物の外部や内部をリ

フォームしたい空き家の所有者、また物件を購入した後にリフォームしたい物件の購入者

の双方を対象とする補助事業としているようである。 

 以上のような一般的な補助事業のほかにも、空き家の利活用を活性化させる補助事業が

存在する。第一に、隣接地取得への補助である。自分の土地の隣の土地を統合する場合に、

必要な経費の一部を補助するものだ。狭い土地を隣の土地と一体化して活用したい場合な

どに効果的で、土地の売り主と購入者の両者にメリットのある制度といえる。 

 第二に、空き家に残っている家財道具等の搬出や撤去など、家財整理にかかる費用の一部

を補助する事業である。条件として市が指定する業者に委託することや空き家バンクに登

録することといった条件を課している自治体もある。 

 第三に、建物の劣化や不具合の状況を把握するための既存建物状況調査(インスペクショ

ン)に係る金額を補助する事業である。状況調査を行うことで円滑な売買につながり、建物

の適切な維持管理の計画を立てやすくなる。こちらも空き家バンクへの登録を条件として

いる自治体が多い。 

 第四に、空き家の登記費用などを補助する事業である。専門家への委託料や登録免許税、

相続整理などに必要な事務経費などに対し補助を受けることができる。こうした多様な補

助事業を適切に配置することで、様々な空き家に対応可能な包括的な経済的支援をパッケ

ージとして提供することが可能となる。 

まだ埼玉県内には上記のような補助事業を実施している自治体は確認できないが、川島

町は「川島モデル」の一環として、特色ある補助事業を順次導入することを検討している。

また、空き家バンクへの登録や市内指定業者への委託などの条件と組み合わせることで流

通促進への効果も期待できる。補助制度を通じ、利活用に関する金銭的な負担を軽減するこ

とで、空き家所有者が解消に向けて動き出す契機を作っていきたい。  

 また、地域の金融機関と連携し、空き家の解消に利用できるローンに対して利子補給を実

施する計画も進めている。空き家の所有者から「何とかしたいが、手持ちの資金がない」と

いう声を度々聞くことがある。このような悩みを持つ方を支援するため、空き家活用ローン

を実質無利子とし、空き家の解消に向けた行動を促進する計画だ。 

 

第３節 課題その３「定住・移住へのきっかけづくり」に関する対策  

庁内連携の強化  

 新たな所有者となる移住者を確保するためには、まずは川島町で暮らすことのメリット

を整理し、ターゲットに的確に情報発信することが必須だ。このため、まずは庁内の各部署

が連携し、川島町での生活のアピールポイントをまとめることが求められる。 
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 空き家の利活用だけでなく、移住定住人口の拡大に向けた取組も視野に入れ、庁内連携の

強化や体制整備を検討していきたい。 

 

第４章 明治大学西村ゼミからの提案  

第１節 課題その１「空き家に関する知識を得る、相談する場の不足」に関する提案 

～ワンストップ相談事業の拡充～ 

 第３章第１節で示した通り、すでに川島町では空き家対策に関するワンストップ相談事

業をスタートさせたところである。さらによりよいワンストップ事業とするためには、気軽

に相談できる場所と空間の提供が求められよう。あわせて、住民の幅広いニーズに対応して

いくことも必要である。そこで以下では、3 つの点について提案を行いたい。 

 第一に、相談内容の拡充である。川島町が制度化するワンストップ相談事業は主に空き家

所有者に向けたものである。しかし、空き家増加の問題は、住み手である居住者の減少が要

因の一つとなっていることを踏まえると、移住に関する情報もあわせて取り扱うことが望

ましい。富山県氷見市の IJU(移住)応援センター「みらいエンジン」は、移住についての相

談に乗るだけでなく、並行して空き家バンクに掲載されている物件の情報を移住希望者に

提供している6。空き家所有者と移住希望者の情報をワンストップで取り扱うことで、人口

減少によって生じる空き家問題に対して、俯瞰的な対策を講じることが可能となる。 

 第二に、相談しやすい環境づくりである。気軽に空き家について相談できるような環境を

提供することで利用者数を伸ばすことが可能となる。長崎県佐世保市の「西九州させぼ移住

サポートプラザ」は利用者の交通利便性を向上させるために、駅・アーケード街・ショッピ

ングモールから徒歩圏内にある佐世保港のターミナルに窓口を設置している。カウンター

やソファ席のあるカフェのような雰囲気を醸し出しており、開放的な印象を受ける内装が

特徴となっている。利用者が気軽に相談できるような環境づくりのために、利便性の高さと

開放的な雰囲気の 2 つが、窓口を設

置する際に考慮すべき要素である。  

 第三に、窓口としての空き家の活

用である。使途のない空き家を相談

窓口として活用することで、資産の

有効活用だけでなく、空き家改修事

例として紹介することが可能とな

る。新潟県佐渡市の佐渡 UI ターンサ

ポートセンターは古民家を事務所と

して活用している。これには改修さ

れた民家を活用することで、相談者

が空き家の利活用をイメージするこ

  

西九州させぼサポートプラザの様子 
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とができるという利点がある。 

 以上３点が、川島町のワンストップ相談事業がよりよい事業となるための機能拡充であ

る。もちろん、埼玉県宅地建物取引業協会との調整や需要の確認は必要ではあるが、住民や

所有者等に寄り添った憩いの空間を提供し、多くの人に利用してもらうことで、幅広く空き

家問題に対処していくことができるのではないだろうか。 

 

第２節 課題その２「各物件の個別事情に合わせた対策」に関する提案 ～０円空き家バン

ク～ 

①０円空き家バンクとは 

 川島町ではすでに町独自の空き家バンク、さらに全国版空き家バンクを導入しているが、

これらの空き家バンクは市場で流通する価値を有する空き家を対象とした空き家バンクで

ある。これらの制度では、いまだ利活用可能な空き家であっても土地代が解体費用を下回る

価格となってしまうなど、市場価格がつきにくい空き家は流通させることが難しい。そこで

市場での流通が難しい空き家の対策として、0 円空き家バンクの導入を提案したい。 

0 円空き家バンクの先進事例として有名なのは富山県上市町の空き家バンクである7。 

2022 年 4 月に同市で導入された背景には、上市町の 0 円空き家バンクは「空き家や農地を

町に寄付してでも手放したい」、「安く空き家を入手したい」という両方の要望が窓口に寄せ

られたこと、また民間業者は市場価格のつかない空き家を取り扱わないため上記の要望に

沿った取引が困難だったことがある。ただしどんな物件や土地でも 0 円空き家バンクに登

録できるわけではない。町職員が現地調査を行い、建物の損傷度ごとに 1～4 のランク付け

が行われる。さらに登録希望者との事前相談を行うことで 0 円空き家バンクに掲載される

かが判断されている。 

 取得希望者の選定については、空き家所有者自身が空き家の内覧会を実施し、取得希望者

の人柄や家族構成を考慮したうえで所有者が選定する方式がとられている。トラブル防止

として、①事前に空き家の特徴や懸念点について取得希望者に対して説明する、②内覧会に

   

佐渡 UI ターンサポートセンターの様子 
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町職員が同行する、③取得希望者に対する連絡も町職員が行うといった工夫がなされてい

る。 

 さらに上市町では、0 円空き家バンクを多くの人に周知する宣伝に力を入れている。「か

みスイッチ」という移住定住ポータルサイトでは、0 円空き家バンクの更新や補助金に関す

る動画解説などが用意されている。上市町職員によると、スマートフォンでの閲覧が 90％

を占めることから、「かみスイッチ」はスマホから閲覧しやすいようにデザインされている。

こうした工夫によって県外からの取得希望が増加したとされる。 

 2023 年 8 月までの時点で 12 軒の空き家が掲載されたが、のべ 114 件の取得希望が寄せ

られ、11 軒が契約済みとなっているとのことであった。これによって 11 世帯 36 名が上市

町に移住している（調査時点での予定者を含む）。空き家取得者には東京・京都などの県外

や、富山市・高岡市などの町外からの移住者が含まれており、家族世帯が中心である。引き

取られた空き家は 12 軒中 10 軒が一戸建ての住宅として利用されており、1 軒の売却され

た土地にも一戸建てが建設予定となっている。 

 また上市町では、空き家所有者と取得者の双方に補助金を交付している。所有者に対して

は手続きや不用品処分費として上限 10 万円、取得者に対しては取得や居住開始に要する費

用として定額 50 万円が交付される。さらに空き家取得者は、子育て支援などの現行の補助

事業の要件も満たした場合、さらなる資金補助を受けることができる。 

②０円空き家バンク３つのメリット 

 0 円空き家バンクには 3 つのメリットがある。第一に、不動産価値のない物件を流通させ

ることができる点である。当該バンクは、民間の宅地建物取引事業者が取り扱わない不動産

価値のない物件のみを紹介する。これによって民間業者とのすみわけが可能になる。 

 第二に、空き家の放置・劣化を防止することができる点である。不動産価値のない空き家

は民間業者が取り扱わないため、数十年以上放置される物件も多い。放置された空き家は、

通行人や近隣住民に悪影響を与

えるほど劣化し、特定空家等に

進展する恐れもある。0 円でも空

き家を流通させることで、劣化

を未然に防ぐことが可能であ

る。 

 第三には、移住定住に繋がる

点である。0 円空き家バンクに掲

載し、無償譲渡契約を締結した

11 の物件に対して県外・町外で

合計 109 世帯の取得希望があっ

た。さらに、0 円空き家バンク開

 図表 24 上市町県外転入者推移 

 

出所：上市町「上市町 0 円空家バンク（空家解消特

別推進事業の創設）」より筆者作成 
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始後から県外転入者数も増加している(図表 24)。0 円空き家バンクを開始した 2022 年に

は、前年と比較すると県外転入者が 438％も増加した。2023 年 3 月からは、転出人口より

も転入人口が多い社会増となり、7 月以降は人口が純増している。 

③０円空き家バンク導入に関する４つの留意点 

 川島町で 0 円空き家バンクを始める場合には、4 点に留意する必要がある。第一に、土地

の登記等で別途費用がかかることである。当該制度は、あくまでも土地や空き家を無償で取

引できるものである。通常、土地・建物購入後は土地の登記などが必要になるため、土地や

建物購入費以外にも数十万から数百万程度の諸費用がかかる。トラブル回避のために、取得

希望者に対して事前に諸費用がかかることを説明する必要がある。 

 第二に、土地や建物・税などに関してノウハウをもった人材を確保することである。上市

町では建物の外観調査から土地・建物の登記に関する助言、贈与税や不動産取得税、固定資

産税の計算や説明をすべて町職員が行っている。本事業を行うためには、所有者・取得希望

者に対して助言や説明が出来る職員の育成または官民連携による人材の確保が必要である。 

 第三に、土地の評価額である。土地の評価額が高い地域では、空き家の解体費以上の値段

で土地の売買ができる。川島町の土地の評価額が高いと 0 円空き家バンクの対象物件とな

らず、制度を始めても登録件数が伸びない可能性がある。事業を始める際には、事前に空き

家と土地の平均的な資産価値について把握しておくことが重要である。 

 

図表 25  上市町用途地図 

 

出所：上市町「上市町 0 円空家バンク（空家解消特別推進事業の創設）」より抜 
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 第四に、対象区域によって物件の扱いを変える必要がある。上市町は町内全てが区域区分

非設定の都市計画区域である（図表 25）。非線引き区域は物件の取引に制限がないため、容

易に取引を行うことができる。一方、川島町は線引きがされており、市街化調整区域では物

件の取引に制限がかかってしまう。市街化調整区域内の物件でも、町の職員や専門家の丁寧

な助言があれば、物件の流動性を確保することが可能である。物件の特性を理解し、その物

件に適した対応を行うことが重要である。 

  これらの留意点への配慮は必要だが、川島町においても市場の流通が難しい空き家の活

用法として、0 円空き家バンクは参考になると考える 

 

第３節 課題３「定住・移住へのきっかけづくり」に関する提案～移住体験事業～ 

 本報告書執筆時点において、川島町では空き家対策として空き家を利活用したり、適正管

理をしたりするための施策は実施されている反面、新たに町へと移住定住を検討・希望する

方に対して、町の地域性や魅力などの情報を提供する取り組みが充分になされているとは

言えない状況にある。そこで、移住体験事業によって、教育施設や便利施設への距離が近い

といった生活に関する魅力や地域性を広く伝えることを提案したい。 

 移住体験事業を実施している自治体は多数存在するが、有名観光地や保養地などは参考

として適切ではない。川島町と類似した地域性の自治体を選定するために、地理的条件（内

陸かつ関東圏であること）や交通状況（鉄道機関が地域内において主な交通手段となってい

ないこと）の 2 点に着目して事例の選定を実施した。そこから浮かび上がってきたのが埼

玉県のときがわ町、東秩父村、栃木県の鹿沼市、佐野市、小山市、栃木市、那珂川町の７自

治体である（図表 26）。 

 

図表 26 選定した自治体の地理的位置関係 

 出所：やど日本 HP に筆者追記    出所：栃木県企業局 HP「産業団地のご案内」

に筆者追記 
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これらの自治体の移住体験事業の予約状況について、2024 年 1 月～2024 年 3 月の各月

の予約済の日数の割合について 3 カ月間の平均を算出した（図表 27）。7 団体中 6 団体の自

治体において、一か月あたり 40％前後かそれ以上の予約率となっていることが分かる。 

 

図表 27 移住体験事業の事例と予約状況 

出所:各自治体の HP にもとづき筆者作成 

 

ただし、駅から車で 60 分以上かかるといったアクセスが良くない自治体については予約

が埋まりにくいことが判明した。こうした自治体は、先進的な移住支援策を合わせて実施す

ることで、移住促進に努めている。栃木県那珂川町では移住体験住宅がある町有地を活用し

て、移住定住希望者に対して、以下の表の「優遇措置」を与える制度がある(図表 28)。町役

場窓口にて、表左側の「募集条件」を承諾した方のみ優遇が受けられる。貸与する土地につ

いては「高手の里」という町有地約 1 ヘクタールを 10 区画に整備したうちの 1 区画で、広

さは 150 坪以上となっている。 

 

図表 28 栃木県那珂川町における優遇措置 

出所：栃木県那珂町「農ある田舎暮らし 高手の里」 
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制度は徐々に実績をあげており、既に 2 世帯が転住してきている(図表 29)。 

 

図表 29 那珂川町「高手の里」における町有地の貸与状況 

 

 以上の調査結果より、川島町と地理的条件や交通状況が類似した自治体において移住体

験事業が成功していることやその土地の資源である農地を活用した移住支援策に需要があ

ることが分かった。そのため、町の魅力や地域性について周知しながらも、あわせて農地な

どの土地を有効活用した移住支援を行うことで、移住定住のきっかけ不足に対して更に貢

献できると考えた。こうした事例を参考に、川島町においても移住支援策を早期にまとめる

必要があるのではないだろうか。 

移住支援策とは、「居住してもらうこと」だけを言うのではなく、「交流人口の拡大」を

「関係人口の創出」につなげ、最終的に「移住定住」に到達させるプロセス全体のことを指

しているとも言える。川島町は、圏央道川島インターチェンジや周辺商業施設の設置に伴

い、交流人口の増加が続いている。さらに、新たな集客イベントを開催するなど、交流人口

の拡大に向けて意欲的に取り組んでいる。この取組を、関係人口や移住定住人口につなげる

プロセスについて、全庁的に研究してほしい。 

 

終章 これからの空き家対策と「川島モデル」の確立 

第１節 川島モデルに向けた３つのポイント 

 終章までの内容をふまえ、今後の空き家問題でポイントとなる点について３つ指摘して

おきたい。 

 第一に、川島町の特性にフィットした対策が必要だという点である。川島町は昼夜間人口

比率が 100％を超えており、昼間人口が夜間人口を上回っている。川島町には圏央道川島イ

ンターチェンジが設置されており、物流の拠点としてのポテンシャルがある。地域内での雇
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用が見込まれることから、掬い切れていない労働従事者層の移住定住促進に向けた対策が

必要である。 

 第二に、都市計画法により定められている区域指定に適合した細やかな対応が必要だと

いう点である。市街化区域への居住を促進しながら、市街化調整区域ではその特性を活かし

た対策を進めていくことが望ましい。 

 第三に、空き家対策と移住対策との連携をさらに一層強化する必要があるという点であ

る。空き家対策と移住対策を策定する部署が分かれていては、空き家問題に対して一面的な

対処をすることしかできないのではないだろうか。空き家対策においては、対症療法ではな

く原因療法が求められる。複雑かつ複数の原因で空き家問題が発生していることから、担当

部署ごとではなく、連携プロジェクトチームをつくり対処していくような人材配置が理想

であろう。 

 

第２節 切れ目のない空き家対策＝「川島モデル」 

以上３点を踏まえた「川島モデル(川島版空き家対策)」とは、切れ目のない、所有者や物

件の個別事情に合わせた全方位型の空き家対策である（図表 30）。 

 

図表 30 川島モデル（川島版空き家対策）のイメージ 

 

出所：筆者作成 

 

まず空き家の売却を考える空き家所有者の立場から、空き家の類型別に沿ってみていく

と、「市場で流通可能な空き家」は「全国版空き家バンク・空き家バンク」に登録する。「改

修などで価値が向上する空き家」については、購入後のリフォーム補助の情報等とともに空
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き家バンクで購入希望者へ紹介する。「市場価格がつきにくい空き家」については、０円空

き家バンクを導入することで流通を促進することが可能となる。「家屋としての機能を失

い、特定空家等になりかねない空き家」および「特定空家等」については、解体・除却に対

する補助を通じて、空き家所有者の負担を軽減しつつ解体・除却を促す。そして特定空家等

のなかでも、町からの勧告等の法的措置を講じても、所有者による適正管理が見込まれない

空き家については、近隣に危険や危害が及ぶ可能性が高い場合に、所有者に代わって空き家

解体の代執行を実施する。 

次に空き家の購入希望者の立場からは、「川島町のことを知らない全国の空き家購入希望

者」に対しては、全国版空き家バンクを通じて町の情報とともに空き家情報を提供できる。

また「川島町への移住を検討する空き家購入希望者」に対しては、ワンストップ相談機能を

拡充し、移住相談や移住体験、を導入することで、空き家所有者と移住希望者をマッチング

することが可能となる。こうした移住希望者に加え、町内の空き家購入希望者に対しても、

空き家バンクや０円空き家バンクは有効なツールとして機能するはずである。 

このように、川島モデルは全てのタイプの空き家に対して、そしてあらゆるタイプの空き

家購入希望者に対してアプローチできる体制となっており、切れ目のない一貫した対応が

可能である。 

今後も増加が見込まれる町内の空き家について、町民だけで「自家消費」するには限界が

ある以上、町外の購入希望者とのマッチングに注力しなければならないのは論を俟たない。

それゆえこれから川島モデルを強力に推進していくためには、空き家対策と移住・定住推進

策を連携させていく必要がある。川島町では現在、それぞれの政策が異なる部署によって推

進されている。今後、川島町が暮らしやすい街として歩んでいくためには相互が両輪となっ

て動いていくことが肝要となろう。それが実現したとき、川島モデルに基づく空き家問題へ

の取り組みは、全国の自治体、とくに区域指定されている都市近郊に位置する自治体にとっ

てのベストプラクティスとなるはずである。 
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文末注 
1 2023 年 5 月 2 日、24 日の 2 日間で実施。 

2 携帯の電波状況については、若者世代にとって住居選択の際の重要な要素であるとの観

点から調査項目に含めることとした。 

3 本研究ではシェア率が一番高い NTT ドコモを基準とした。 

4 2023 年 7 月 31 日～8 月 3 日、8 月 5 日の 5 日間で実施。 

5 2023 年 9 月 26 日～10 月 10 日の期間で実施。 

6 2023 年 8 月 21 日富山県氷見市においてインタビュー調査を実施した。 

7 2023 年 8 月 22 日富山県上市町建設課にインタビュー調査を実施した。 

                                                      


